
 

 

 
第第66節節  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化やや国国⼟⼟強強靱靱化化にに資資すするる農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  

 
 
我が国の農業を成⻑産業にするとともに、⾷料安全保障の確⽴を図るためには、令和5 

3(2021)年に閣議決定した⼟地改良⻑期計画を踏まえ、農地を⼤区画化するなど、農業⽣
産基盤を整備し良好な営農条件を整えるとともに、⼤規模災害時にも機能不全に陥ること
のないよう、国⼟強 靱

きょうじん
化の観点から農業⽔利施設の⻑寿命化やため池の適正な管理・保

全・改廃を含む防災・減災対策を効果的に⾏うことが重要です。 
本節では、⽔⽥の⼤区画化、畑地化・汎⽤化等の状況、農業⽔利施設の保全管理、流域10 

治⽔の取組等による防災・減災対策の実施状況等について紹介します。 
 

((11))  農農業業のの成成⻑⻑産産業業化化にに向向けけたた農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備  
((⼤⼤区区画画整整備備済済みみのの⽔⽔⽥⽥はは1122％％、、畑畑地地かかんんががいい施施設設整整備備済済みみのの畑畑はは2255％％))  

農地等の農業⽣産基盤は、⾷料の安定供給の確保や農業の⽣産性向上を図っていく上で15 
極めて重要であり、今後も効率的な整備を⾏っていくことが不可⽋です。 

令和4(2022)年の⽔⽥の整備状況を⾒ると、⽔⽥⾯積全体(235万ha)に対して、30a程度
以上整備済み⾯積は68.0％(160万ha)、担い⼿への農地の集積・集約化や⽣産コストの削減
に特に資する50a以上の⼤区画に整備済みの⾯積は11.9％(28万ha)、暗渠

あんきょ
排⽔の設置等によ

り汎⽤化が⾏われた⾯積は47.3％(111万ha)となっています(図図表表33--66--11、図図表表33--66--22)。 20 
 

 
 
 

図表3-6-1 ⽔⽥の整備状況 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調
査」を基に作成 

注：1) 「⼤区画整備済み⾯積」は、50a以上に区画整備された⽥
の⾯積 

2) 「汎⽤化が⾏われた⾯積」は、「30a程度以上整備済み⾯積」
のうち、暗渠排⽔の設置等が⾏われ、地下⽔位が70cm以
深かつ湛⽔排除時間が4時間以下の⽥の⾯積 

3) 「⽔⽥⾯積」は令和4(2022)年7⽉時点の⽥の耕地⾯積の数
値、それ以外の⾯積は令和4(2022)年3⽉末時点の数値 

図表3-6-2 ⽔⽥の⼤区画化・汎⽤化の状況 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調
査」を基に作成 

注：1) 「⼤区画化整備済み⾯積」は、50a以上に区画整備された
⽥の⾯積 

2) 「汎⽤化が⾏われた⾯積」は、「30a程度以上整備済み⾯積」
のうち、暗渠排⽔の設置等が⾏われ、地下⽔位が70cm以
深かつ湛⽔排除時間が4時間以下の⽥の⾯積 

3) 各年3⽉末時点の数値 
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また、畑の整備状況については、畑⾯積全体(197万ha)に対して、畑地かんがい施設整
備済み⾯積は25.2％(50万ha)、区画整備済み⾯積は65.3％(129万ha)となりました(図図表表
33--66--33、図図表表33--66--44)。 

農林⽔産省では、農業の競争⼒や産地の収益⼒を強化するため、農地の⼤区画化、⽔⽥
の畑地化・汎⽤化、畑地かんがい施設の整備等の農業⽣産基盤整備を実施し、担い⼿への5 
農地の集積・集約化、畑作物・園芸作物への転換、産地形成等に取り組んでいます。 

 

 
((⾷⾷料料安安全全保保障障のの確確⽴⽴をを後後押押ししすするる農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備をを推推進進))  

世界の⾷料需給等をめぐるリスクの顕10 
在化を踏まえ、⻨や⼤⾖、飼料作物等の海
外依存度の⾼い品⽬の⽣産を拡⼤していく
必要があります。また、農業者が減少する
中、持続的な⾷料供給を確保するためには、
これらに対応可能な⽣産基盤に転換してい15 
く必要があります。 

我が国においては、これまで⻨・⼤⾖等
の⽣産拡⼤や⽣産性向上に向けて整備が進
められてきていますが、農地整備率の⾼い
市町村ほど⻨や⼤⾖の作付けが⾼い割合と20 
なっており、農業⽣産基盤の整備が畑作物
の⽣産拡⼤に向けて重要な要素となってい
ることがうかがわれます(図図表表33--66--55)。 

農林⽔産省では、農業⽣産基盤整備にお
いても、⾷料安全保障の強化を図るため、25 
排⽔改良等による⽔⽥の畑地化・汎⽤化、
畑地かんがい施設の整備による畑地の⾼機

図表3-6-3 畑の整備状況 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調
査」を基に作成 

注：「畑⾯積」は令和4(2022)年7⽉時点の畑の耕地⾯積の数値、そ
れ以外の⾯積は令和4(2022)年3⽉末時点の数値 

図表3-6-4 畑の区画整備・畑地かんがい施設整
備の状況 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調
査」を基に作成 

注：各年3⽉末時点の数値 
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図表3-6-5 農地整備率と⻨・⼤⾖作付率 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調
査」を基に作成 

注：1) 北海道、沖縄県を除く全国の市町村について、令和4(2022)
年3⽉末時点の農地整備率の分級ごとに令和4(2022)年産
の⻨・⼤⾖の作付⾯積と令和4(2022)年7⽉時点の耕地⾯積
から作付率を算出 

2) 全国は北海道・沖縄県を除く数値 
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また、畑の整備状況については、畑⾯積全体(197万ha)に対して、畑地かんがい施設整
備済み⾯積は25.2％(50万ha)、区画整備済み⾯積は65.3％(129万ha)となりました(図図表表
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図表3-6-5 農地整備率と⻨・⼤⾖作付率 

資料：農林⽔産省「耕地及び作付⾯積統計」、「農業基盤情報基礎調
査」を基に作成 

注：1) 北海道、沖縄県を除く全国の市町村について、令和4(2022)
年3⽉末時点の農地整備率の分級ごとに令和4(2022)年産
の⻨・⼤⾖の作付⾯積と令和4(2022)年7⽉時点の耕地⾯積
から作付率を算出 
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((みみどどりり戦戦略略のの実実現現にに向向けけ、、農農業業⽔⽔利利施施設設のの省省エエネネ化化・・再再エエネネ利利⽤⽤をを推推進進))  
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けて、農業⽤⽔を活⽤した⼩⽔⼒発電等の再⽣可能エネルギーの導⼊や電⼒消費の⼤きな15 
ポンプ場等の農業⽔利施設の省エネルギー化に取り組んでいます。 
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基幹的農業⽔利施設は、戦後から⾼度経済成⻑期にかけて整備され、⽼朽化が進⾏して 
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能化、草地整備のほか、農地の⼤区画化や情報通信といったスマート農業技術等の導⼊に
資する基盤整備、農業⽔利施設の省⼒化、省エネルギー化、集約・再編等を推進していま
す。 
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((ススママーートト農農業業にに適適ししたた農農業業⽣⽣産産基基盤盤整整備備のの取取組組がが進進展展))  
農業分野においては、担い⼿不⾜や⾼齢化の進展、耕作者の経営規模拡⼤に伴う農作業

の⻑期化や⽔需要の変化等が⾒られています。農業を取り巻く情勢が変化している中、実
⽤段階に⼊りつつある⾃動⾛⾏農機やICT⽔管理等のスマート農業技術の活⽤は、地域農10 
業の継続に極めて有⽤であると考えられます。このため、農林⽔産省は⾃動⾛⾏農機の効
率的な作業に適した農地整備、ICT⽔管理施設の整備、パイプライン化等を通じて、スマ
ート農業技術の実装を促進するための農業⽣産基盤整備を推進しています。 

また、令和5(2023)年3⽉には「⾃動⾛⾏農機等に対応した農地整備の⼿引き」を⼀部改
定し、樹園地を含む中⼭間地域において⾃動⾛⾏農機等の導⼊・利⽤に対応するための基15 
盤整備の考え⽅や留意点を整理したほか、ドローンを活⽤する場合の基盤整備の留意点等
についても追記しました。 

⼤⼤区区画画化化さされれたた圃圃場場  
資料：秋⽥県 

((事事例例))  ⽔⽔⽥⽥のの基基盤盤整整備備をを契契機機ととししてて、、ねねぎぎののブブラランンドド産産地地化化をを推推進進((秋秋⽥⽥県県))  

年年間間をを通通ししてて出出荷荷さされれるるねねぎぎ  
資料：農事組合法⼈末広ファーム 

 
秋⽥県⿅⾓市

か づ の し
の末広

すえひろ
地区では、圃場

ほじょう
の⼤区画化・汎⽤化を契

機として、⾼収益作物である「末広
すえひろ

ねぎ」の作付転換とブラン
ド産地化を図る取組を推進しています。 

中⼭間地に位置する同地区は、⽯
せき

礫
れき

が多い⼟質で、営農にも
⽀障が⾒られていました。また、農地が分散し作業効率が悪い
ほか、⾼い地下⽔位により排⽔不良が⽣じ、⽔はけの悪い圃場
条件であったこと等から、戦略作物の導⼊が進まず、複合経営
に⼤きな⽀障となっていました。 

このため、平成27(2015)年度から令和4(2022)年度にかけて
農業競争⼒強化農地整備事業を実施し、139haの圃場を⼤区画
化し営農の省⼒化を図りました。また、ストーンクラッシャー
を活⽤した⽯礫の破砕処理による⼟層改良を実施するととも
に、地下かんがいの導⼊により⽔⽥の汎⽤化を進め、ねぎを中
⼼とした⾼収益作物の⽣産拡⼤を図っています。 

同地区では、機械化の取組と併せ、暗渠排⽔による地下⽔位
の低下、⽯礫の破砕処理等の効果が発揮された結果、ねぎの⽣
産に関しては、令和2(2020)年に1,123kg/10aであった単収が、
令和3(2021)年には1,717kg/10aにまで拡⼤しています。 

また、令和5(2023)年産のねぎの⽣産量は144tとなるなど、
県内でも有数のねぎの産地として拡⼤しており、シャキシャキ
とした⾷感で、太くて⽢い特性を持つ「末広ねぎ」としてブラ
ンド化にも⼒を⼊れています。 

同地区では、⼤区画圃場への基盤整備を契機として、ねぎの
集出荷施設を始めとした園芸メガ団地の整備も⾏われており、
今後とも⽔稲と野菜の⽣産基地として、農地の⾼度利⽤を進め
ていくこととしています。 
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基幹的農業⽔利施設の整備状況は、令和4(2022)年3⽉末時点で、基幹的施設の施設数が
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の低下、⽯礫の破砕処理等の効果が発揮された結果、ねぎの⽣
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((33))  農農業業・・農農村村のの強強靱靱化化にに向向けけたた防防災災・・減減災災対対策策  
((時時間間降降⽔⽔量量5500mmmmをを超超ええるる豪豪⾬⾬のの発発⽣⽣頻頻度度はは増増加加傾傾向向))  

近年、時間降⽔量50mmを超える豪⾬5 
の発⽣回数は増加傾向にあり、湛

たん
⽔
すい

被害
等が激化しています(図図表表33--66--99)。また、
南海
なんかい

トラフ地震の被害想定エリアには
全国の基幹的⽔利施設の3割が含まれて
います。 10 

頻発化・激甚化する豪⾬・地震等の⾃
然災害に適切に対応するためには、農業
⽔利施設等の耐震化、排⽔機場の整備・
改修等のハード対策とともに、ハザード
マップ作成等のソフト対策を適切に組み15 
合わせながら、防災・減災対策を推進し
ていくことが重要です。 

農林⽔産省では、頻発化・激甚化する
豪⾬災害を踏まえた流域治⽔の取組のほ
か、農業⽔利施設の安定的な機能の発揮、20 
⽼朽化対策、豪⾬・地震対策、ため池の
防災・減災対策等を実施し、防災・減災、
国⼟強靱化を図ることとしています。 

 
((たためめ池池⼯⼯事事特特措措法法にに基基づづくくたためめ池池のの防防災災・・減減災災対対策策をを推推進進))  25 

防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事等を集中的かつ計画的に推進するため、「ため池⼯
事特措法1」に基づき、都道府県知事は防災重点農業⽤ため池を指定するとともに、防災⼯
事等推進計画を策定しています。令和5(2023)年3⽉末時点で指定された防災重点農業⽤た
め池は約5万3千か所となっています。 

また、国は、防災⼯事等の的確かつ円滑な実施に向けて、都道府県がため池整備に知⾒30 
を有する⼟地改良事業団体連合会の協⼒を得て設⽴する「ため池サポートセンター」等の

 
1 正式名称は「防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事等の推進に関する特別措置法」 

更更新新整整備備さされれたた農農業業⽔⽔利利施施設設  
資料：⻑野県伊那⻄部⼟地改良区連合 

図表3-6-9 時間降⽔量50mm以上の年間発⽣回
数 

資料：気象庁資料を基に農林⽔産省作成 
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いるものが相当数あり、標準耐⽤年数1を超過している施設数・延⻑は、基幹的施設が4,445
か所、基幹的⽔路が2万3,832kmで、それぞれ全体の57.5%、45.9%を占めています。  

また、経年劣化やその他の原因による農業⽔利施設の漏⽔等の突発事故については、令
和4(2022)年度は1,623件となっており、依然として⾼い⽔準で発⽣しています(図図表表33--66--88)。 

 5 

 
((農農業業⽔⽔利利施施設設のの維維持持管管理理のの効効率率化化・・⾼⾼度度化化をを推推進進))  

都市化の進展や集中豪⾬の頻発化・激甚化等により、施設管理者は複雑かつ⾼度な維持
管理を⾏うことが求められている⼀⽅、農村⼈⼝の減少等により、施設操作等に係る⼈員
や、⼟地改良区の賦課⾦収⼊の確保が困難となりつつあり、この傾向は今後より深刻化す10 
るおそれがあります。 

農業⽔利施設の維持管理の効率化・⾼度化や突発事故の発⽣防⽌に向け、農地⾯積や営
農の変化を踏まえたストックの適正化、操作の省⼒化・⾃動化、適期の更新整備といった
ハード⾯での対応のほか、管理⽔準の向上、維持管理要員の確保・育成、⼟地改良区の運
営体制の強化といったソフト⾯での対応も併せた総合的な対策が必要となっています。 15 

農林⽔産省では、頭⾸
とうしゅ

⼯
こう

等の基幹的農業⽔利施設について、集約・再編、省エネルギー
化・再⽣可能エネルギー利⽤、ICT等の新技術活⽤等を推進し、維持管理の効率化を図る
こととしています。あわせて、農業⽔利施設の⻑寿命化とライフサイクルコスト2の縮減を
進めるとともに、突発事故の発⽣を防⽌するため、ドロ
ーン、ロボット等も活⽤した農業⽔利施設の管理⽔準の20 
向上を図るほか、適期の更新整備を推進することとして
います。さらに、⼟地改良区の合併、区域拡⼤や⼟地改
良区連合の設⽴、多様な主体との連携等を促進すること
を通じて、その運営基盤の強化を図ることとしています。 

 
1 所得税法等の減価償却資産の償却期間を定めた財務省令を基に農林⽔産省が定めたもの 
2 施設の建設に要する経費、供⽤期間中の維持保全コストや、廃棄に係る経費に⾄るまでの全ての経費の総額 

図表3-6-7 基幹的農業⽔利施設の⽼朽化状況 

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」を基に作成 
注：令和4(2022)年3⽉末時点の数値 

図表3-6-8 農業⽔利施設の突発事故発⽣状況 
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1 正式名称は「防災重点農業⽤ため池に係る防災⼯事等の推進に関する特別措置法」 
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いるものが相当数あり、標準耐⽤年数1を超過している施設数・延⻑は、基幹的施設が4,445
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こととしています。あわせて、農業⽔利施設の⻑寿命化とライフサイクルコスト2の縮減を
進めるとともに、突発事故の発⽣を防⽌するため、ドロ
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向上を図るほか、適期の更新整備を推進することとして
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図表3-6-7 基幹的農業⽔利施設の⽼朽化状況 

資料：農林⽔産省「農業基盤情報基礎調査」を基に作成 
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活動を⽀援しています。令和5(2023)年12⽉時点
で38道府県において設⽴されています。 

あわせて、ハザードマップの作成、監視・管理
体制の強化等を⾏うなど、ハード⾯とソフト⾯の
対策を適切に組み合わせ、ため池の防災・減災対5 
策を推進しています。ハザードマップを作成した
防災重点農業⽤ため池は、令和4(2022)年度末時
点で約3万6千か所となっています。 

さらに、ため池に⽔位計や監視カメラ等の遠隔
監視機器を設置することにより、豪⾬時の⽔位データや洪⽔

こうずい
吐
ばき

の状況等を遠隔地からリア10 
ルタイムで把握することが可能となり、災害時における避難指⽰の判断材料や初動対応の
迅速化に役⽴つことが期待されています。流域治⽔の観点からも重要な取組であることか
ら、農林⽔産省では引き続き遠隔監視機器の設置を⽀援していくこととしています。 

 
((農農地地・・農農業業⽔⽔利利施施設設をを活活⽤⽤ししたた流流域域治治⽔⽔のの取取組組をを推推進進))  15 

「流域治⽔プロジェクト」は、国、流域地⽅公共団体、企業等が協働し、各⽔系で重点
的に実施する治⽔対策の全体像を取りまとめたものであり、令和5(2023)年度末時点で109
の⼀級⽔系における119のプロジェクトのうち107で農地・農業⽔利施設の活⽤が位置付け
られています。 

農林⽔産省は、流域全体で治⽔対策を進めていく中で、⽔⽥を活⽤した「⽥んぼダム」20 
や農業⽤ダムの事前放流といった洪⽔調節機能を持つ農地・農業⽔利施設の活⽤による流
域治⽔の取組を関係省庁や地⽅公共団体、農業関係者等と連携して推進しています。 

このうち「⽥んぼダム」は、⼩さな⽳の開いた調整板等の簡易な器具を⽔⽥の排⽔⼝に
取り付けて流出量を抑えることで、⽔⽥の⾬⽔貯留機能の強化を図り、実施する地域の農
地・集落や下流域の浸⽔被害リスクの低減を図る取組です(図図表表33--66--1100)。令和4(2022)年25 
度の取組⾯積は、前年度に⽐べ1万8千ha増加し7万4千haとなりました。 

また、令和5(2023)年度に出⽔が発⽣した際には、延べ157基の農業⽤ダムにおいて事前
放流等によって洪⽔調節容量を確保し、洪⽔被害の軽減を図りました。 

 

 30 

図表3-6-10 ⽥んぼダムの⾬⽔貯留 

資料：農林⽔産省作成 

「「⽥⽥んんぼぼダダムム」」をを実実施施ししたた⽔⽔⽥⽥とと  
未未実実施施のの⽔⽔⽥⽥ににおおけけるる排排⽔⽔のの状状況況  

雨水を貯留した状態
「田んぼダム」実施
（排水量少ない）

「田んぼダム」未実施
（排水量多い） 通常の状態

(「⽥んぼダム」未実施) (「⽥んぼダム」実施) 

たためめ池池にに設設置置さされれたた遠遠隔隔監監視視機機器器  
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